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令和２年（ワ）第４４０７号   守口学童指導員雇止め事件 

迅速審理と早期救済を求める要請書 
 

 守口市の学童保育事業は、５０年以上にわたって公設公営で実施されており、そこで働

く指導員は、守口市の非常勤嘱託職員であるものの、労使合意により雇い止めを行わない

こととし、定年までの任用が行われてきました。 

 守口市は、民営化反対運動があったものの、２０１９年４月から㈱共立メンテナンスに

業務委託を行いました。守口市は、民営化を行うなかで、実施者は守口市であること、学

童保育の内容を維持し、指導員の継続雇用を確保することなどを表明していました。 

㈱共立メンテナンスは、委託選定のプロポーザルで、「現在の指導員の希望者の全員雇用、

現給保障」を提案したことを高く評価されて業務委託先に決定しました。その後の指導員

への説明会で昇給・有給休暇の付与・定年について雇用契約が継続的に更新されることを

前提とする説明等を行っていました。 

原告らは、守口市直営時から長年指導員として勤務しており、民営化後、㈱共立メンテ

ナンスに雇用されて、その多くが責任者・副責任者として業務を行っていました。 

 ㈱共立メンテナンスは、２０２０年３月１２日、原告らを含む指導員１３名に対し、「注

意ならびに通知書」（同労組の委員長・副委員長には「厳重注意ならびに通知書」）を交付

しました。そして、３月２３日、原告を含む１３名に対し「雇用契約は３月３１日をもっ

て終了し、退職となります」を内容とする雇い止め通知書を交付しました。雇い止めの理

由を「注意ならびに通知書」に記載の内容としていますが、原告に身に覚えのない内容や

事実関係の誤りがあるものが多くあり、雇止めに合理的理由・社会的相当性はなく無効で

す。原告らは、全員が労働組合の組合員で、同労組の役員（委員長・副委員長・書記長・

書記次長）を務める者もあり、雇止めは不当労働行為でもあります。原告らは、雇止めに

より、職場と収入を奪われており、早期に職場復帰が実現されねばなりません。 

 貴裁判所におかれまして、迅速に審理を進め、早期に原告らを救済されますよう強く求

めます。 
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